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安芸市東山森林公園リニューアル計画策定委託業務公募型プロポーザル基本方針 

  

１ 業務の概要 

（１） 業務名 

安芸市東山森林公園リニューアル計画策定委託業務 

 （２）業務の目的 

 本業務は、安芸市東山森林公園の利用促進のために行うリニューアルについて、実施すべき

取組の基本方針や具体的な取組内容等を定めた「安芸市東山森林公園リニューアル計画」を

策定することを目的とする。 

このことから、実績と、樹木診断に関する専門性、森林公園の利用促進に関する企画力・

実行力をもつ事業者を公募型プロポーザル方式により選定する。 

 （３）業務の内容 

    計画準備、既存資料の収集・整理、関係機関との調整、現地調査及び樹木診断、市民ワーク

ショップの開催支援、リニューアル計画の作成、安芸市森林整備促進協議会ワーキンググル

ープでの協議の支援、報告書作成、打合せ協議等 

 （４）委託期間 

    契約締結日から令和 7年 3月 31日（月）まで 

 （５）予算額（見積限度額） 

    2,307千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

  

 

２ プロポーザル方式の採用理由 

受託業者の実績、専門性、技術力、企画力、創造性などが求められ、その性質、目的が価格の

みによる競争入札に適さないため。 

 

３ 実施形式 

公募型 

 

４ 参加者の資格  

（１） 参加申込書の提出日時点において、市の入札参加資格者名簿（指名業者登録名簿）に登録さ

れている者であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（３） 安芸市建設工事等請負業者指名停止措置要綱に基づき指名停止等の措置を受けていない者

であること。参加申込書等の提出期限の日から契約締結の日までの間に、安芸市から指名停

止等の措置を受けたときは、参加資格を喪失するものとする。 

（４） 参加申込書の提出日を基準として、過去３年間のうちに、国及び地方公共団体発注の森林関

連業務で指名停止等の処分を受けていないこと。 

（５） 安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２５年規則第１号）に基づ

く入札参加資格指名停止措置を受けていないこと又は同規則第２条第２項第５号に掲げる排
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除措置対象者に該当しないこと。 

（６） 国及び地方公共団体において、以下に示すものと同種の業務を受託した実績があること。 

(ア) 森林公園等の再生計画策定の業務 

（７） 樹木医の資格を保有し、樹木の診断・治療・管理等の業務の履行実績を有する者を配置する

こと。 

（８） 本店及び県内に所在する営業所等が直近年度の国税（法人税及び消費税）、都道府県税（事

業税及び都道府県税）、市町村税を滞納していない者であること。 

（９） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 

 

５ 審査概要 

（１） 審査委員会の設置 

別途定める「安芸市東山森林公園リニューアル計画策定委託業務公募型プロポーザル審

査委員会設置要綱」に基づき、審査委員会を設置する。 

（２） 審査方法 

審査委員会において、別途に定める「安芸市東山森林公園リニューアル計画策定委託業務

公募型プロポーザル審査要領」に基づき、参加者から提出された提案書等の書類及び 

プレゼンテーションの内容を審査する。 

（３） 契約の相手方の決定方法 

審査委員会では、あらかじめ定められた審査基準に基づき、公正な審査を行い、随意契

約の相手方となる候補者（以下、「候補者」という。）と次点者を決定する。 

選定後、候補者と市は、企画提案の内容をもとにして、業務の履行に必要な具体的な履

行条件などの協議と調整（以下、「交渉」という。）を行う。この場合に、市は必要に応じ

て第 1 受託候補者の提案に対し、提案内容の趣旨を変更しない範囲において修正を求める

ことができるものとする。また、この交渉が整ったときには、随意契約の手続きに進む。

交渉が整わない場合は、次点者に選定された候補者が、改めて市と交渉を行うこととなる。 

なお、参加者が 1 者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たす

と認められる場合は、その参加者を受託候補者として選定し、上記の協議を行う。 

（４） 審査結果の通知と公表 

審査結果は、すべての参加者に通知するとともに、市ホームページにて公表する。 

 

６ 日程 

（１） 募集開始             令和 6 年 7 月 29 日（月） 

（質疑受付、参加申込開始） 

 （２）質疑締切    令和 6 年 8 月 5 日（月）17 時まで 

 （３）参加申込書提出締切  令和 6 年 8 月 7 日（水）17 時まで 

                         ※選考期間（10者以上の参加申込があった場合のみ実施） 

                         令和 6年 8月 8日（木）～令和 6年 8月 9日（金） 

 （４）参加資格結果通知         令和 6 年 8 月 9 日（金）予定 

※選考実施の場合の参加決定（あるいは参加見送り） 
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は令和 6年 8月 13日（火）予定 

 （５）企画提案書提出締切  令和 6 年 8 月 19 日（月）17 時まで 

 （６）審査委員会(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）日時通知  令和 6 年 8 月 20 日（火） 

 （７）審査委員会(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）  令和 6 年 8 月 23 日（金）（予定） 

 （８）審査結果通知   令和 6 年 8 月 27 日（火）（予定） 

 

７ 募集内容 

  別途定める「安芸市東山森林公園リニューアル計画策定委託業務公募型プロポーザルに関する企

画提案書作成要領」による。 

 

８ 失格要件 

  次のいずれかに該当した場合は、参加者は失格とする。 

  ①提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

  ②提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

  ③提出書類に不備もしくは虚偽の記載があった場合又は指示した事項に違反した場合。 

※提出書類に虚偽の記載があった場合はプロポーザルを無効とし、当該参加者に対し指名停止

措置を行うことがある。 

  ④審査の公平性を害する行為があった場合 

  ⑤審査委員、市職員又は当該プロポーザル関係者に対して、不正な接触の事実が認められた場合 

  ⑥安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第２条第２項第５号に掲げる排除措

置対象者に該当することが判明した場合 

  ⑦その他、審査委員会が社会通念に照らし失格に当たる事由があると認める場合 

 

９ 参加申込 

  プロポーザルに参加を希望する参加者は、参加申込書（別紙様式 1）に業務実績書（別紙様式 2）

と実績が判断できる成果物（例えば、森林公園等の再生計画策定の実績など）、契約書写しを添え

て申し込むこと（参加申込が 10 者以上あった場合はプレゼンテーション参加者を選考する方針と

しているため）。 

（１） 提出方法：持参又は郵送 

（書留郵便又は配達証明に限る。） 

（２） 提出期限：令和 6年 8月 7日（水）17時必着 

（３） 提出書類：「安芸市東山森林公園リニューアル計画策定委託業務公募型プロポーザルに関す

る企画提案書作成要領」の「1 提出書類」のとおり。 

（４） 参加申込が 10者以上あった場合はプレゼンテーション参加者を選考する方針としている。 

選考は、森林公園等の再生計画策定の実績を点数化し、上位 9者を選定する。なお、同点の 

場合の順位は実績成果物により決定する。 

（５）資格要件の確認は、申込者から提出のあった参加申込書と関係書類で行う。資格要件の確認   

結果及び参加決定（あるいは参加見送り）については申込者全員に通知する。なお、参加決 

定及び参加見送りについての質問等には一切応じない。 
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１０ 提出書類の取扱い 

 （１）提出された書類は返却しない。 

 （２）提出された書類は、提出した者の承諾なしにこのプロポーザル審査以外には使用しない。 

 （３）提出された企画提案書は、安芸市情報公開条例（平成１１年条例第２号）に基づく公開請求

があった場合には原則公開する。なお、事業を営む上で競争上又は事業運営上の地位その他正

当な利益を害すると認められる情報は同条例第７条第１項第３号の規定により非公開となる

ので、提出書類の該当部分と非公開とする具体的な理由を「情報公開を希望しない届出書」（別

紙様式 9）により事前に提出しておくこと。 

    公開・非公開の判断は、具体的な理由を参考に、同条例に基づき市が客観的に判断する。 

 

１１ その他 

 （１）手続きにおいて使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨とする。 

 （２）提出後の企画提案書等の修正等は、提出期限内のみ可能とする。 

 （３）参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退願（様式自由）を提出す

ること。 

 （４）企画提案に要するすべての費用は参加者の負担とする。 


